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令和５年度相模原市内部統制評価報告書の審査意見について(提出) 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１５０条第５項の規定により審査に付さ

れた令和５年度相模原市内部統制評価報告書を審査したので、次のとおり意見を提

出する。 

 

１ 相模原市監査基準への準拠 

この審査は、相模原市監査基準(平成２９年相模原市監査委員訓令第１号。以

下「監査基準」という。)に準拠して実施した。 

 

２ 審査の種類 

地方自治法第１５０条第５項の規定に基づく審査 

 



３ 審査の実施日程 

令和６年５月３０日から同年８月２日まで 

 

４ 審査の対象 

令和５年度相模原市内部統制評価報告書(以下「評価報告書」という。) 

 

５ 審査の着眼点 

監査基準第１１条第６項第４号の規定に基づき、次のとおり主な着眼点を定め

て審査を行った。 

（１）市長による評価が、評価手続に沿って適切に実施されたか。 

（２）内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ

ているか。 

 

６ 審査の主な実施手続 

｢地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン｣(平成３１年

３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。)に基づき、次の手法により審

査の手続を行った。 

（１）形式審査 

相模原市内部統制会議等の開催状況及び各モニタリングの結果等の調査を実

施することで、評価報告書等がガイドラインの「Ⅳ 内部統制評価報告書の作

成」及び相模原市内部統制規程(令和２年相模原市訓令第２号)に基づき作成さ

れているか並びに計数が正確であるか等を確認した。 

（２）実質審査 

関連文書の閲覧、内部統制推進評価部局等への質問等を行うことで、相模原

市内部統制基本方針(令和２年２月６日策定)に基づき、事務の管理及び執行が

法令に適合し、かつ、適正に行われる体制が構築されているか等を確認した。 

 

７ 審査の結果 

審査に付された評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況

及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検

査、審査その他の行為によって得られた知見に基づき、市長による評価が評価手



続に沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たる

かどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い審査した限

り、重要な点において、評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載が相当で

あると認められた。 

 

８ 備考 

評価報告書に記載のとおり、評価対象期間において重大な不備２件を含む８５

件の運用上の不備があり、それらについて再発防止策が講じられたことを確認し

た。 

 

９ 意見 

本市における内部統制は、令和２年度の制度導入以来、推進及び評価の体制を

整備し、評価手続や運用上の重大な不備の判断が適切に行われるなど、制度が有

効に機能するための取組が着実に進められている。 

一方で、全庁において依然として毎年多くの事務処理ミス等が発生してお

り、特に複数の所属において他の部局で過去に発生したものと同様の事案が繰り

返されている。 

今後は、内部統制において把握し、再発防止策を講じた不備の内容を全庁で共

有するとともに、職員一人ひとりがそのことに留意し事務を執行できるよう組織

全体で取り組むなど、内部統制の目的である本市行政の信頼性及び透明性の確保

により一層努められたい。 

 

以 上 


